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(57)【要約】
【課題】センサ装置の測定エラーの内容を容易に知るこ
とができる生体情報測定機器を提供すること。
【解決手段】ＲＦＩＤ通信部を介して受信される通信デ
ータを待ち（Ｓ２０１）、受信された通信データがあれ
ば（Ｓ２０１でＹＥＳ）、通信データにエラーコード情
報または測定値のどちらが含まれているか判断する（Ｓ
２０２）。通信データにエラーコード情報が含まれてい
れば（Ｓ２０２でエラーコード情報）、エラーコード情
報に基づいてエラーコードリストを参照し（Ｓ２０３）
、測定エラーの内容説明を表示部に表示させる（Ｓ２０
４）。一方、通信データに測定値が含まれていれば（Ｓ
２０２で測定値）、測定値を表示部に表示させる（Ｓ２
０５）。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者から生体情報を取得するセンサ装置と、
　上記センサ装置と通信可能に接続されるホスト機器と
を備え、
　上記センサ装置は、
　上記生体情報を測定するセンサ部と、
　上記センサ部の測定結果を表示画面に表示するためのセンサ側表示部と、
　上記生体情報の測定に関する測定エラーがあるか否かを判定する測定エラー判定部と、
　上記測定エラー判定部が上記測定エラーがあると判定したとき、上記測定エラーがある
旨を上記センサ側表示部に表示させる制御を行うセンサ側表示制御部と、
　上記測定エラー判定部が上記測定エラーがあると判定したとき、上記測定エラーの内容
を表すエラーコード情報を記憶するセンサ側記憶部と、
　上記センサ側記憶部に記憶された上記エラーコード情報を上記ホスト機器に送信するセ
ンサ側通信部と
を有し、
　上記ホスト機器は、
　上記センサ装置から上記エラーコード情報を受信するホスト機器側通信部と、
　上記センサ側表示部の表示画面よりも大寸法の表示画面を有するホスト機器側表示部と
、
　上記エラーコード情報とそのエラーコード情報で特定される上記測定エラーの内容説明
とを対応付けてエラーコードリストとして記憶するエラーコードリスト記憶部と、
　上記センサ装置から上記ホスト機器側通信部を介して上記エラーコード情報を受信した
とき、上記エラーコード情報に基づいて上記エラーコードリストを参照して、上記測定エ
ラーの内容説明を上記ホスト機器側表示部に表示させる制御を行うホスト機器側表示制御
部と
を有していることを特徴とする生体情報測定機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の生体情報測定機器において、
　上記センサ装置は、患者の体温を測定する体温計であることを特徴とする生体情報測定
機器。
【請求項３】
　請求項１に記載の生体情報測定機器において、
　上記センサ装置は、患者の血中酸素飽和度を測定するパルスオキシメータであることを
特徴とする生体情報測定機器。
【請求項４】
　請求項１から３までのいずれか１つに記載の生体情報測定機器において、
　上記センサ側表示制御部は、上記測定エラー判定部が上記測定エラーがないと判定した
とき、上記生体情報の測定値を上記センサ側表示部に表示させる制御を行い、
　上記センサ側記憶部は、上記測定エラー判定部が上記測定エラーがないと判定したとき
、上記生体情報の測定値を記憶し、
　上記センサ側通信部は、上記センサ側記憶部に記憶された上記生体情報の測定値を上記
ホスト機器に送信し、
　上記ホスト機器側通信部は、上記センサ装置から上記生体情報の測定値を受信し、
　上記ホスト機器側表示制御部は、上記センサ装置から上記ホスト機器側通信部を介して
上記生体情報の測定値を受信したとき、この受信した上記生体情報の測定値を上記ホスト
機器側表示部に表示させる制御を行うことを特徴とする生体情報測定機器。
【請求項５】
　請求項４に記載の生体情報測定機器において、
　上記センサ側記憶部は、上記測定エラー判定部が上記測定エラーがないと判定したとき
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、上記生体情報の測定値と共にこの測定値を特定するデータＩＤを記憶し、
　上記センサ側通信部は、上記センサ側記憶部に記憶された上記生体情報の測定値とこの
測定値を特定するデータＩＤとを上記ホスト機器に送信し、
　上記ホスト機器は、上記ホスト機器側表示部に表示された生体情報の測定値と共にこの
測定値を特定するデータＩＤを記憶するホスト機器側記憶部を有し、
　上記ホスト機器側表示制御部は、上記センサ装置から上記ホスト機器側通信部を介して
生体情報の測定値とこの測定値を特定するデータＩＤとを受信し、受信したデータＩＤと
上記ホスト機器側記憶部に記憶されているデータＩＤとが一致したとき、上記受信した生
体情報の測定値を上記ホスト機器側表示部に表示するのを禁止する制御を行うことを特徴
とする生体情報測定機器。
【請求項６】
　請求項４に記載の生体情報測定機器において、
　上記センサ装置は、上記生体情報の測定値を上記ホスト機器に送信したか否かを、上記
生体情報の測定値を上記ホスト機器に送信したことを表す第１の値と送信していないこと
を表す第２の値との２値で記憶するフラグ記憶部を有し、
　上記フラグ記憶部の値が、上記第２の値であれば、上記センサ側通信部は、上記生体情
報の測定値を上記ホスト機器に送信すると共に、上記センサ装置は、上記フラグ記憶部の
値を第１の値に変更する一方、上記フラグ記憶部の値が、上記第１の値であれば、上記セ
ンサ側通信部は、上記生体情報の測定値の送信を禁止することを特徴とする生体情報測定
機器。
【請求項７】
　請求項６に記載の生体情報測定機器において、
　上記センサ装置は、上記センサ部が上記生体情報を測定すると共に上記測定エラー判定
部が上記測定エラーがないと判定したとき、上記フラグ記憶部の値を上記第２の値にリセ
ットすることを特徴とする生体情報測定機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は生体情報測定機器に関し、より詳しくは、患者から生体情報を取得する生体
情報測定機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療機関では患者の容態や治療過程を記録するカルテの電子化が進んでいる。電
子カルテを導入している医療機関では、入院患者自身が生体情報測定機器を用いて血圧や
体温、ＳｐＯ２（動脈血酸素飽和度）といった生体情報を測定し、その測定値を看護師が
チェックして電子カルテに反映するという業務形態も浸透しつつある。
【０００３】
　従来、生体情報測定機器としては、例えば特許文献１（特開２０１１－２２０９５号公
報）に記載のように、体温の測定値を表示部に表示させる電子体温計が知られている。こ
の電子体温計は、被検者が電子体温計を腋下に安定して狭持できない等の理由で測定エラ
ーが発生したとき、表示部にエラー表示がなされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２２０９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、患者自身が体温を測定する際に測定エラーが生じた場合、上記従来の電子体温
計では、エラー表示がなされるだけであるため、測定エラーの内容を知ることができない
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という問題がある。
【０００６】
　仮に、測定エラーの内容を表示しようとしても、上記電子体温計の表示部が小さいため
、上記エラー表示として、エラーコード（エラーの内容を符号化したもの）しか表示でき
ない。このため、通常、患者は、測定エラーの内容を知ることができない。
【０００７】
　また、上記エラー表示としてエラーコードを表示したとしても、しばらく放置すると、
自動的に電源がオフして、エラーコードが消える。このため、測定エラーが発生した時、
その場にエラーコード情報を理解できる者（例えば医療従事者）がいなければ、医療従事
者も測定エラーの内容を知ることができないという問題があった。
【０００８】
　そこで、この発明の課題は、センサ装置の測定エラーの内容を容易に知ることができる
生体情報測定機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、この発明の生体情報測定機器は、
　患者から生体情報を取得するセンサ装置と、
　上記センサ装置と通信可能に接続されるホスト機器と
を備え、
　上記センサ装置は、
　上記生体情報を測定するセンサ部と、
　上記センサ部の測定結果を表示画面に表示するためのセンサ側表示部と、
　上記生体情報の測定に関する測定エラーがあるか否かを判定する測定エラー判定部と、
　上記測定エラー判定部が上記測定エラーがあると判定したとき、上記測定エラーがある
旨を上記センサ側表示部に表示させる制御を行うセンサ側表示制御部と、
　上記測定エラー判定部が上記測定エラーがあると判定したとき、上記測定エラーの内容
を表すエラーコード情報を記憶するセンサ側記憶部と、
　上記センサ側記憶部に記憶された上記エラーコード情報を上記ホスト機器に送信するセ
ンサ側通信部と
を有し、
　上記ホスト機器は、
　上記センサ装置から上記エラーコード情報を受信するホスト機器側通信部と、
　上記センサ側表示部の表示画面よりも大寸法の表示画面を有するホスト機器側表示部と
、
　上記エラーコード情報とそのエラーコード情報で特定される上記測定エラーの内容説明
とを対応付けてエラーコードリストとして記憶するエラーコードリスト記憶部と、
　上記センサ装置から上記ホスト機器側通信部を介して上記エラーコード情報を受信した
とき、上記エラーコード情報に基づいて上記エラーコードリストを参照して、上記測定エ
ラーの内容説明を上記ホスト機器側表示部に表示させる制御を行うホスト機器側表示制御
部と
を有していることを特徴とする。
【００１０】
　本明細書で、「生体情報」とは、血圧、体温、ＳｐＯ２（動脈血酸素飽和度）など、患
者の生体に関する情報を広く指す。
【００１１】
　この発明の生体情報測定機器では、上記センサ部が生体情報を測定すると共に上記測定
エラー判定部が上記生体情報の測定に関する測定エラーがあるか否かを判定する。上記測
定エラー判定部が上記測定エラーがあると判定したとき、上記センサ側表示制御部は、上
記測定エラーがある旨を上記センサ側表示部に表示させる制御を行う。この結果、測定エ
ラーがあるとき、上記センサ側表示部に測定エラーがある旨が表示される。また、上記ホ
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スト機器側表示制御部は、センサ装置からホスト機器側通信部を介して上記エラーコード
情報を受信したとき、上記エラーコード情報に基づいて上記エラーコードリストを参照し
て、上記測定エラーの内容説明を上記ホスト機器側表示部に表示させる制御を行う。この
結果、センサ装置から上記エラーコード情報を受信したとき、上記ホスト機器側表示部に
上記測定エラーの内容説明が表示される。また、上記センサ側表示部の表示画面よりもホ
スト機器側表示部の表示画面の方が大きい。このため、ホスト機器側表示部の表示画面に
上記測定エラーの内容説明を詳しく表示できる。したがって、この生体情報測定機器によ
れば、患者や医療従事者（看護師、医師、ＭＥ（Medical Engineer）など）など誰でもセ
ンサ装置の測定エラーの内容を容易に知ることができる。
【００１２】
　また、ホスト機器側表示部に表示された測定エラーの内容説明に基づいて、例えば、医
療従事者が患者を回診するタイミングで、センサ装置の測定エラーの内容を事後的に容易
に知ることができる。したがって、患者にセンサ装置の正しい使い方を教えることができ
る。
【００１３】
　一実施形態の生体情報測定機器では、上記センサ装置は、患者の体温を測定する体温計
であることを特徴とする。
【００１４】
　この一実施形態の生体情報測定機器では、上記センサ装置は、患者の体温を測定する体
温計である。このため、上記体温計の測定エラーの内容を患者や医療従事者など誰でも容
易に知ることができる。
【００１５】
　一実施形態の生体情報測定機器では、上記センサ装置は、患者の血中酸素飽和度を測定
するパルスオキシメータであることを特徴とする。
【００１６】
　この一実施形態の生体情報測定機器では、上記センサ装置は、患者の血中酸素飽和度を
測定するパルスオキシメータである。このため、上記パルスオキシメータの測定エラーの
内容を患者や医療従事者など誰でも容易に知ることができる。
【００１７】
　一実施形態の生体情報測定機器では、
　上記センサ側表示制御部は、上記測定エラー判定部が上記測定エラーがないと判定した
とき、上記生体情報の測定値を上記センサ側表示部に表示させる制御を行い、
　上記センサ側記憶部は、上記測定エラー判定部が上記測定エラーがないと判定したとき
、上記生体情報の測定値を記憶し、
　上記センサ側通信部は、上記センサ側記憶部に記憶された上記生体情報の測定値を上記
ホスト機器に送信し、
　上記ホスト機器側通信部は、上記センサ装置から上記生体情報の測定値を受信し、
　上記ホスト機器側表示制御部は、上記センサ装置から上記ホスト機器側通信部を介して
上記生体情報の測定値を受信したとき、この受信した上記生体情報の測定値を上記ホスト
機器側表示部に表示させる制御を行うことを特徴とする。
【００１８】
　この一実施形態の生体情報測定機器では、上記センサ側表示制御部は、上記測定エラー
判定部が上記測定エラーがないと判定したとき、上記生体情報の測定値を上記センサ側表
示部に表示させる制御を行う。この結果、測定エラーがないとき、上記センサ側表示部に
上記生体情報の測定値が表示される。上記ホスト機器側表示制御部は、上記センサ装置か
ら上記ホスト機器側通信部を介して上記生体情報の測定値を受信したとき、この受信した
上記生体情報の測定値を上記ホスト機器側表示部に表示させる制御を行う。この結果、セ
ンサ装置から上記生体情報の測定値を受信したとき、上記ホスト機器側表示部に受信した
上記生体情報の測定値が表示される。したがって、この生体情報測定機器によれば、セン
サ装置の測定エラーの内容だけでなく、生体情報の測定値も患者や医療従事者など誰でも
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容易に知ることができる。
【００１９】
　一実施形態の生体情報測定機器では、
　上記センサ側記憶部は、上記測定エラー判定部が上記測定エラーがないと判定したとき
、上記生体情報の測定値と共にこの測定値を特定するデータＩＤを記憶し、
　上記センサ側通信部は、上記センサ側記憶部に記憶された上記生体情報の測定値とこの
測定値を特定するデータＩＤとを上記ホスト機器に送信し、
　上記ホスト機器は、上記ホスト機器側表示部に表示された生体情報の測定値と共にこの
測定値を特定するデータＩＤを記憶するホスト機器側記憶部を有し、
　上記ホスト機器側表示制御部は、上記センサ装置から上記ホスト機器側通信部を介して
生体情報の測定値とこの測定値を特定するデータＩＤとを受信し、受信したデータＩＤと
上記ホスト機器側記憶部に記憶されているデータＩＤとが一致したとき、上記受信した生
体情報の測定値を上記ホスト機器側表示部に表示するのを禁止する制御を行うことを特徴
とする。
【００２０】
　「ＩＤ」とは、データを識別するための符号を指す。ＩＤは、数字のみに限られるもの
ではなく、アルファベットや記号を含んでいても良い。
【００２１】
　この一実施形態の生体情報測定機器では、上記ホスト機器側表示制御部は、上記センサ
装置から上記ホスト機器側通信部を介して生体情報の測定値とこの測定値を特定するデー
タＩＤとを受信し、受信したデータＩＤと上記ホスト機器側記憶部に記憶されているデー
タＩＤとが一致したとき、上記受信した生体情報の測定値を上記ホスト機器側表示部に表
示するのを禁止する制御を行う。この結果、受信したデータＩＤと上記ホスト機器側記憶
部に記憶されているデータＩＤとが一致したとき、受信した生体情報の測定値は上記ホス
ト機器側表示部に表示されない。このため、上記ホスト機器は、上記生体情報の測定値を
ホスト機器側表示部に何度も表示することを防止できる。したがって、患者のプライバシ
ーを守ることができる。
【００２２】
　一実施形態の生体情報測定機器では、
　上記センサ装置は、上記生体情報の測定値を上記ホスト機器に送信したか否かを、上記
生体情報の測定値を上記ホスト機器に送信したことを表す第１の値と送信していないこと
を表す第２の値との２値で記憶するフラグ記憶部を有し、
　上記フラグ記憶部の値が、上記第２の値であれば、上記センサ側通信部は、上記生体情
報の測定値を上記ホスト機器に送信すると共に、上記センサ装置は、上記フラグ記憶部の
値を第１の値に変更する一方、上記フラグ記憶部の値が、上記第１の値であれば、上記セ
ンサ側通信部は、上記生体情報の測定値の送信を禁止することを特徴とする。
【００２３】
　この一実施形態の生体情報測定機器では、上記フラグ記憶部の値が、上記第２の値であ
れば、上記センサ側通信部は、上記生体情報の測定値を上記ホスト機器に送信すると共に
、上記センサ装置は、上記フラグ記憶部の値を第１の値に変更する。一方、上記フラグ記
憶部の値が、上記第１の値であれば、上記センサ側通信部は、上記生体情報の測定値の送
信を禁止する。このため、上記センサ装置は、上記生体情報の測定値をホスト機器に何度
も送信することを防止できる。したがって、生体情報の測定値を上記ホスト機器側表示部
に何度も表示するのを防止できて、患者のプライバシーを守ることができる。
【００２４】
　一実施形態の生体情報測定機器では、上記センサ装置は、上記センサ部が上記生体情報
を測定すると共に上記測定エラー判定部が上記測定エラーがないと判定したとき、上記フ
ラグ記憶部の値を上記第２の値にリセットすることを特徴とする。
【００２５】
　この一実施形態の生体情報測定機器では、上記センサ部が上記生体情報を測定して、測
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定エラーがないとき、上記センサ装置は、上記フラグ記憶部の値を上記第２の値にリセッ
トする。このため、上記センサ装置は、上記生体情報の測定値をホスト機器に何度も送信
するのをより確実に防止できる。したがって、生体情報の測定値が上記ホスト機器側表示
部に何度も表示されるのを防止できて、患者のプライバシーをより確実に守ることができ
る。
【発明の効果】
【００２６】
　以上より明らかなように、この発明の生体情報測定機器によれば、センサ装置の測定エ
ラーの内容を容易に知ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】この発明の一実施形態の生体情報測定機器の構成を示すブロック図である。
【図２】上記生体情報測定機器に含まれた体温計の構成を示すブロック図である。
【図３】上記生体情報測定機器に含まれたパルスオキシメータの構成を示すブロック図で
ある。
【図４】上記生体情報測定機器に含まれたホスト機器の外観を示す斜視図である。
【図５】上記ホスト機器の表示部を示す図である。
【図６Ａ】上記体温計の表示部に測定エラーがある旨が表示された状態を示す図である。
【図６Ｂ】上記体温計の表示部に測定値が表示された状態を示す図である。
【図７】上記体温計の測定エラーの内容を上記ホスト機器の表示部に表示するときの表示
画面を例示する図である。
【図８】上記体温計の制御部による処理のフローを示す図である。
【図９】上記ホスト機器の制御部による処理のフローを示す図である。
【図１０】上記体温計の制御部による処理の変形例のフローを示す図である。
【図１１】上記ホスト機器の制御部による処理の変形例のフローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２９】
　図１は、この発明の一実施形態の生体情報測定機器１００の構成を示している。
【００３０】
　図１に示すように、生体情報測定機器１００は、ホスト機器の一例としての本体１００
Ｍと、この本体１００Ｍに搭載された、制御部１１０と、メモリ１２０と、操作部１３０
と、表示部１４０と、生体情報取得部としての測定部１５０と、通信部１９０とを含む。
生体情報測定機器１００には、患者の体温を測定する体温計２００と、患者のＳｐＯ２（
動脈血酸素飽和度）測定するパルスオキシメータ３００とが、無線で通信可能に接続され
ている。さらに、生体情報測定機器１００には、血圧を測定するためのカフ１５１がエア
ホース（図示しない）を介して接続されるとともに、バーコードリーダ１５２がＵＳＢ（
Universal Serial Bus）ケーブル（図示しない）を介して接続されている。
【００３１】
　操作部１３０は、操作ボタン・操作キーなどの操作デバイス（詳しくは後述する。）が
操作者によって操作されたことに応じて、操作された内容に応じた操作信号を制御部１１
０に送信する。
【００３２】
　測定部１５０は、血圧を測定するためのカフ１５１と血圧測定部１５４とを含む血圧計
１００Ａ、サーミスタまたは赤外線検知回路を内蔵する検温部を含む体温計２００、発光
部と受光部とを備えてＳｐＯ２（動脈血酸素飽和度）を測定するためのパルスオキシメー
タ３００、および無線通信により生体情報を取り込むためのＲＦＩＤ（Radio Frequency 
IDenditification）通信部１５３（図６参照）を含む部分である。血圧計１００Ａや、Ｒ
ＦＩＤ通信部１５３を介して体温計２００、パルスオキシメータ３００から取得された生
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体情報は、制御部１１０に入力される。このように、この生体情報測定機器１００によれ
ば、取得可能な生体情報のバリエーションを容易に増やすことができる。
【００３３】
　メモリ１２０は、生体情報測定機器１００を制御するためのプログラムのデータ、生体
情報測定機器１００を制御するために用いられるデータ、生体情報測定機器１００の各種
機能を設定するための設定データ、エラーコードリスト、測定結果のデータ、および、表
示部１４０に表示された測定結果のデータとこの測定結果のデータを特定するデータＩＤ
などを記憶する。また、メモリ１２０は、プログラムが実行されるときのワークメモリな
どとして用いられる。
【００３４】
　ここで、上記エラーコードリストは、例えば次のようなリストである。
（エラーコードリスト）

【００３５】
　制御部１１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を含み、メモリ１２０に記憶さ
れた生体情報測定機器１００を制御するためのプログラムに従って、操作部１３０からの
操作信号に応じて、測定部１５０からの検知信号に基づいて、メモリ１２０、表示部１４
０、および、通信部１９０を制御する。
【００３６】
　表示部１４０は、ディスプレイおよびインジケータ等を含み、制御部１１０からの制御
信号に従って所定の情報を表示する（詳しくは後述する。）。表示部１４０のディスプレ
イは、後述する体温計２００の表示部におけるディスプレイよりも大寸法になっている。
【００３７】
　通信部１９０は、制御部１１０によって制御されて所定の情報を、通信ネットワークを
介して外部の装置に送信したり、外部の装置からの情報を、通信ネットワークを介して受
信して制御部１１０に受け渡したりする。
【００３８】
　この例では、本体１００Ｍに、ＩＤ読取部としてのバーコードリーダ１５２が、本体１
００Ｍに対してＵＳＢケーブルを介して着脱可能に接続されている。バーコードリーダ１
５２は、医療従事者（看護師、医師、ＭＥ（Medical Engineer）など）や患者が携行する
ＩＤカードやリストバンド（バーコードが表示されている）からそれぞれ医療従事者ＩＤ
、患者ＩＤを読み取るために用いられる。バーコードリーダ１５２は本体１００Ｍと一体
に設けられていても良い。代わりに、ＩＤカードに認証用のＩＣチップが埋め込まれてい
れば、医療従事者ＩＤ、患者ＩＤを、本体１００Ｍと一体に設けられたＲＦＩＤ通信部１
５３によって読み取っても良い。
【００３９】
　図２に示すように、体温計２００は、ケーシング２００Ｍと、このケーシング２００Ｍ
に搭載された、制御部２１０と、メモリ２２０と、センサ部２３０と、センサ側表示部と
しての表示部２４０と、ＲＦＩＤ通信部２９０とを含む。
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【００４０】
　センサ部２３０は、温度センサを含み、患者の体温を測定して取得する。
【００４１】
　メモリ２２０は、体温計２００を制御するためのプログラムのデータ、体温計２００の
各種機能を設定するための設定データ、測定結果のデータとこの測定結果のデータを特定
するデータＩＤ、および、測定エラーの内容を表すエラーコード情報などを記憶する。ま
た、メモリ２２０は、プログラムが実行されるときのワークメモリなどとして用いられる
。また、メモリ２２０は、フラグ記憶部として、測定結果のデータを本体１００Ｍに送信
したことを表す第１の値「０」と、送信していないことを表す第２の値「１」との２値を
記憶することができる。
【００４２】
　制御部２１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を含み、メモリ２２０に記憶さ
れた体温計２００を制御するためのプログラムに従って、センサ部２３０からの検知信号
に基づいて、メモリ２２０、表示部２４０、および、ＲＦＩＤ通信部２９０を制御する。
【００４３】
　表示部２４０は、この例ではＬＣＤ（液晶表示素子）からなるディスプレイを含み、こ
のディスプレイに制御部２１０からの制御信号に従って所定の情報を表示する（詳しくは
後述する。）。
【００４４】
　ＲＦＩＤ通信部２９０は、制御部２１０によって制御されて所定の情報を、生体情報測
定機器１００Ｂの本体１００Ｍ側へ無線で送信したり、本体１００Ｍ側からの情報を、無
線で受信して制御部２１０に受け渡したりする。
【００４５】
　図３に示すように、パルスオキシメータ３００は、ケーシング３００Ｍと、このケーシ
ング３００Ｍに搭載された、制御部３１０と、メモリ３２０と、センサ部３３０と、セン
サ側表示部としての表示部３４０と、ＲＦＩＤ通信部３９０とを含む。
【００４６】
　センサ部３３０は、発光部と受光部とを含み、患者のＳｐＯ２（動脈血酸素飽和度）を
測定する。
【００４７】
　メモリ３２０は、パルスオキシメータ３００を制御するためのプログラムのデータ、パ
ルスオキシメータ３００の各種機能を設定するための設定データ、測定結果のデータとこ
の測定結果のデータを特定するデータＩＤ、および、測定エラーの内容を表すエラーコー
ド情報などを記憶する。また、メモリ３２０は、プログラムが実行されるときのワークメ
モリなどとして用いられる。また、メモリ３２０は、フラグ記憶部として、測定結果のデ
ータを本体１００Ｍに送信したことを表す第１の値「０」と、送信していないことを表す
第２の値「１」との２値を記憶することができる。
【００４８】
　制御部３１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を含み、メモリ３２０に記憶さ
れたパルスオキシメータ３００を制御するためのプログラムに従って、センサ部３３０か
らの検知信号に基づいて、メモリ３２０、表示部３４０、および、ＲＦＩＤ通信部３９０
を制御する。
【００４９】
　表示部３４０は、この例ではＬＣＤ（液晶表示素子）からなり、制御部３１０からの制
御信号に従って所定の情報を表示する（詳しくは後述する。）。
【００５０】
　ＲＦＩＤ通信部３９０は、制御部３１０によって制御されて所定の情報を、生体情報測
定機器１００Ｂの本体１００Ｍ側へ無線で送信したり、本体１００Ｍ側からの情報を、無
線で受信して制御部３１０に受け渡したりする。
【００５１】
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　図４は、生体情報測定機器１００の外観を示している。この生体情報測定機器１００は
、本体１００Ｍの前部に、測定／停止ボタン１と、メニュー／確定ボタン２と、設定操作
キー３と、トレイ４とを備えている。また、本体１００Ｍの左側部にＮＩＢＰ（非観血式
；Non Invasive Blood Pressure）コネクタ５を備えている。本体１００Ｍの右側部に、
電源コネクタ６と、ＵＳＢコネクタ７と、ＬＡＮコネクタ８とを備えている。さらに、本
体１００Ｍの上部に表示部１４０を備えている。また、本体１００Ｍの内部には、既述の
測定部１５０を構成するＲＦＩＤ通信部１５３が内蔵されている。
【００５２】
　測定／停止ボタン１は、電源スイッチであり、電源が切れているときに押されると、血
圧測定が開始される。血圧測定中に押されると、血圧測定が停止する。
【００５３】
　メニュー／確定ボタン２は、この機器１００の各種メニューを表示部１４０に表示させ
るとともに、測定値を確定するために用いられる。
【００５４】
　設定操作キー３は、上キー３ａ、下キー３ｂ、左キー３ｃ、右キー３ｄを含む。これら
のキー３ａ，３ｂ，３ｃ，３ｄは、表示部１４０の画面を切り替えたり、各種設定を入力
するために用いられる。
【００５５】
　これらのメニュー／確定ボタン２および設定操作キー３は、既述の操作部１３０を構成
する。
【００５６】
　トレイ４は、専用の電子体温計（この例では、オムロン電子体温計ＭＣ－１６００－Ｈ
Ｐ）を収納するための凹部４ａと、専用のパルスオキシメータ（この例では、パルスオキ
シメータＨＰＯ－１６００－ＦＰ）を収納するための凹部４ｂとを備えている。
【００５７】
　ＮＩＢＰコネクタ５は、血圧測定のためのカフ１５１につながるチューブ・エアホース
を本体１００Ｍに接続するために用いられる。
【００５８】
　電源コネクタ６は、ＡＣ（交流）アダプタを本体１００Ｍに接続するために用いられる
。このＡＣアダプタは、本体１００Ｍに内蔵されたバッテリ（図示せず）を充電するため
に用いられる。
【００５９】
　ＵＳＢコネクタ７は、この例ではバーコードリーダ１５２（図２参照）を本体１００Ｍ
に接続するために用いられる。
【００６０】
　ＬＡＮコネクタ８は、この例では、この生体情報測定機器１００をネットワーク９００
に接続するために用いられる。
【００６１】
　図５に示すように、表示部１４０は、測定値や各種設定入力を促す表示を行うための測
定値表示部２１と、ベッド番号を表示するベッド番号表示部２２と、患者の氏名を表示す
る患者名表示部２３と、ＩＤ認証した医療従事者の氏名を表示する医療従事者名表示部２
４と、充電の有無を示す充電インジケータ２５と、体温測定値を入力したときに点灯する
体温入力表示部２６と、ＳｐＯ２測定値を入力したときに点灯するＳｐＯ２入力表示部２
７と、巡回モード時に点灯する巡回モード表示部２８と、現在の時刻を表示する時刻表示
部２９と、バッテリの残量を表示するバッテリ残量表示部３０と、無線ＬＡＮ通信の有無
を表示する無線ＬＡＮ表示部３１と、ＵＳＢ通信の有無を表示するＵＳＢ通信表示部３２
と、未送信データの有無を表示する未送信データ表示部３３と、メニュー／確定ボタン２
や設定操作キー３を操作したときの遷移先などを知らせる遷移先表示部３４とを含んでい
る。
【００６２】
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　生体情報（体温）の測定は、体温計２００の制御部２１０によって、図８のフローに従
って次のようにして行われる。
【００６３】
　まず、この例では患者（医療従事者でも良い。）が体温計２００の動作状態でセンサ部
２３０によって体温を測定するのを待ち（ステップＳ１０１）、体温が測定されれば（ス
テップＳ１０１でＹＥＳ）、制御部２１０が測定エラー判定部として働いて、上記測定に
関する測定エラーがあるか否かを判定する（ステップＳ１０２）。次に、測定エラーがあ
れば（ステップＳ１０２でＹＥＳ）、制御部２１０は、センサ側表示制御部として働いて
、測定エラーがある旨を表示部２４０に表示する制御を行って（ステップＳ１０３）、メ
モリ２２０をセンサ側記憶部として用いて測定エラーの内容を表すエラーコード情報を記
憶させる（ステップＳ１０４）。
【００６４】
　一方、測定エラーがなければ（ステップＳ１０２でＮＯ）、制御部２１０は、体温の測
定値を表示部２４０に表示する制御を行って（ステップＳ１０５）、メモリ２２０に上記
測定値を記憶させる（ステップＳ１０６）。次に、生体情報測定機器１００における本体
１００Ｍと通信するのを待つ（ステップＳ１０７）。ここで、患者が体温計２００を本体
１００Ｍの特にＲＦＩＤ通信部１５３に接近させれば、体温計２００のＲＦＩＤ通信部２
９０と本体１００ＭのＲＦＩＤ通信部１５３とが通信する（ステップＳ１０７でＹＥＳ）
。このとき、制御部２１０は、ＲＦＩＤ通信部２９０を介して本体１００Ｍへ上記エラー
コード情報または上記測定値を通信データとして送信する制御を行う（ステップＳ１０８
）。
【００６５】
　具体的には、測定エラーがある旨の表示は、図６Ａに示すように体温計２００の表示部
２４０に例えば「Ｅｒｒ」が表示される。一方、体温の測定値についても、図６Ｂに示す
ように体温計２００の表示部２４０に表示される。図６Ｂの例では、体温の測定値が３６
．８℃である。
【００６６】
　なお、このように患者に生体情報測定機器（この例では体温計２００）の操作を許して
いる理由は、比較的元気な患者であれば、患者自ら生体情報の測定を行うことができ、医
療従事者がわざわざ測定を行わなくても、患者自らの測定による測定値を利用できるから
である。
【００６７】
　図９は、上記本体１００Ｍの制御部１１０による処理のフローを示している。
【００６８】
　まず、上記本体１００Ｍの動作状態で、ＲＦＩＤ通信部１５３を介して受信される通信
データを待つ（ステップＳ２０１）。ここで、患者が体温計２００を本体１００Ｍの特に
ＲＦＩＤ通信部１５３に接近させれば、体温計２００のＲＦＩＤ通信部２９０と本体１０
０ＭのＲＦＩＤ通信部１５３とが通信する（ステップＳ２０１でＹＥＳ）。ＲＦＩＤ通信
部１５３は、体温計２００からＲＦＩＤ通信部２９０を介して通信データを受信する。受
信された通信データ（受信データ）があれば、制御部１１０は、ホスト機器側表示制御部
として働いて、受信データに上記エラーコード情報または上記測定値のどちらが含まれて
いるか判断する（ステップＳ２０２）。このステップＳ２０２で受信データに上記エラー
コード情報が含まれていれば、上記エラーコード情報に基づいてメモリ１２０に記憶して
いるエラーコードリストを参照し（ステップＳ２０３）、上記測定エラーの内容説明を表
示部１４０に表示させる制御を行う（ステップＳ２０４）。
【００６９】
　具体的には、測定エラーの内容説明の表示は、例えば図７に示すように、「体温計の測
定にエラーがありました。エラーコード０９（測定値不安定）です。しっかり脇に挟み、
安静にして再測定してください。」というようなものである。
【００７０】
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　一方、図９中のステップＳ２０２で受信データに上記測定値が含まれていれば、制御部
１１０は、上記測定値を表示部１４０に表示させる制御を行う（ステップＳ２０５）。
【００７１】
　具体的には、測定値の表示は、例えば図５に示すように、本体１００Ｍの表示部１４０
に表示される。図５の例では、体温の測定値が３６．８℃である。
【００７２】
　このようにして、この体温計２００によれば、患者や医療従事者など誰でも体温計２０
０の測定エラーの内容を容易に知ることができる。
【００７３】
　また、本体１００Ｍの表示部１４０に表示された測定エラーの内容説明に基づいて、例
えば、医療従事者が患者を回診するタイミングで、体温計２００の測定エラーの内容を事
後的に容易に知ることができる。したがって、患者にセンサ装置の正しい使い方を教える
ことができる。
【００７４】
　図１０は、体温計２００の制御部２１０による、図８のフローを変形したフローを示し
ている。
【００７５】
　この図１０のフローでは、図８のステップＳ１０５～Ｓ１０８が変形されている（図１
０のステップＳ３０７～Ｓ３１４）。
【００７６】
　概略としては、体温計２００のメモリ２２０をフラグ記憶部として働かせて、測定値を
本体１００Ｍに送信したことを表す第１の値「０」と、送信していないことを表す第２の
値「１」との２値のいずれかを記憶させることで、測定値を本体１００Ｍに送信したか否
かを判別できるようにしている。
【００７７】
　具体的には、図１０に示すように、生体情報としての体温の測定に関する測定エラーが
なければ（ステップＳ３０２でＮＯ）、まず、体温の測定値を表示部２４０に表示する制
御を行って（ステップＳ３０７）、メモリ２２０に上記測定値を記憶する（ステップＳ３
０８）。次に、メモリ２２０をフラグ記憶部として働かせて、フラグの値を、本体１００
Ｍに測定値を送信していないことを表す値「０」にリセットする（ステップＳ３０９）。
次に、生体情報測定機器１００における本体１００Ｍと通信するのを待つ（ステップＳ３
１０）。ここで、患者が体温計２００を本体１００Ｍの特にＲＦＩＤ通信部１５３に接近
させれば、体温計２００のＲＦＩＤ通信部２９０と本体１００ＭのＲＦＩＤ通信部１５３
とが通信する（ステップＳ３１０でＹＥＳ）。このとき、制御部２１０は、ＲＦＩＤ通信
部２９０を介して本体１００Ｍへ上記測定値を通信データとして送信する制御を行う（ス
テップＳ３１１）。そして、メモリ２２０に記憶されているフラグの値を、本体１００Ｍ
に測定値を送信したことを表す値「１」に変更する（ステップＳ３１２）。
【００７８】
　続いて、生体情報測定機器１００における本体１００Ｍと通信するのを待つ（ステップ
Ｓ３１３）。ここで、患者が体温計２００を本体１００Ｍの特にＲＦＩＤ通信部１５３に
接近させれば、体温計２００のＲＦＩＤ通信部２９０と本体１００ＭのＲＦＩＤ通信部１
５３とが通信する（ステップＳ３１３でＹＥＳ）。このとき、制御部２１０は、上記フラ
グの値が「１」である（上記測定値を送信済みである）ことを確認して、上記測定値を本
体１００Ｍに送信するのを禁止する（ステップＳ３１４）。したがって、上記測定値を本
体１００Ｍの表示部１４０に何度も表示するのを防止できて、患者のプライバシーを守る
ことができる。
【００７９】
　図１１は、上記本体１００Ｍの制御部１１０による、図９のフローを変形したフローを
示している。
【００８０】
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　この図１１のフローでは、図９のステップＳ２０５が変形されている（図１１のステッ
プＳ４０５～Ｓ４０７）。
【００８１】
　概略としては、本体１００Ｍのメモリ１２０に、前回受信した測定値と、その測定値を
特定するデータＩＤとを記憶させることで、今回受信した測定値を本体１００Ｍの表示部
１４０に表示済みであるか否かを判別できるようにしている。
【００８２】
　具体的には、図１１に示すように、測定エラーがなければ（ステップＳ４０２でＮＯ）
、まず、制御部１１０は、ホスト機器側表示制御部として働いて、今回受信したデータＩ
Ｄとメモリ１２０に記憶されている前回受信したデータＩＤとが一致するか判断する（ス
テップＳ４０５）。今回受信したデータＩＤとメモリ１２０に記憶されているデータＩＤ
とが一致すれば（ステップＳ４０５でＹＥＳ）、今回受信した測定値を表示部１４０に表
示するのを禁止する制御を行う（ステップＳ４０７）。一方、今回受信したデータＩＤと
メモリ１２０に記憶されているデータＩＤとが一致しなければ（ステップＳ４０５でＮＯ
）、制御部１１０は、今回受信した測定値を表示部１４０に表示させる制御を行う（ステ
ップＳ４０６）。したがって、上記本体１００Ｍは、測定値を表示部１４０に何度も表示
するのを防止できて、患者のプライバシーを守ることができる。
【００８３】
　この実施形態では、体温計２００に適用したが、当然ながら、この発明はこれに限られ
るものではなく、パルスオキシメータ３００にも適用できる。例えば、体温計２００が、
制御部２１０と、メモリ２２０と、センサ部２３０と、センサ側表示部としての表示部２
４０と、ＲＦＩＤ通信部２９０とを含む（図２）のと同様に、パルスオキシメータ３００
は、制御部３１０と、メモリ３２０と、センサ部３３０と、センサ側表示部としての表示
部３４０と、ＲＦＩＤ通信部３９０とを含む（図３）。そして、パルスオキシメータ３０
０の各構成要素３１０，３２０，３３０，３４０，３９０が、体温計２００の対応する各
構成要素２１０，２２０，２３０，２４０，２９０と全く同様に機能する。したがって、
パルスオキシメータ３００によるＳｐＯ２測定の際に測定エラーが発生した場合に、測定
エラーの内容を患者や医療従事者など誰でも容易に知ることができる。
【００８４】
　この発明は、体温計２００とパルスオキシメータ３００の他に、脈拍、呼吸数など、患
者の生体に関する情報を広く測定する生体情報測定機器に適用することができる。
【符号の説明】
【００８５】
　　１００　生体情報測定機器
　　１００Ｍ　本体
　　２００　体温計
　　３００　パルスオキシメータ
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